
国　税／ 7月分源泉所得税の納付 8月13日
国　税／ 6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 9月2日
国　税／ 12月決算法人の中間申告 9月2日
国　税／ 9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合） 9月2日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告 9月2日
地方税／個人事業税第1期分の納付
 都道府県の条例で定める日
地方税／個人住民税第2期分の納付
 市町村の条例で定める日

8 2019（令和元年）

臨時免税店制度　消費税免税店の許可を受けている事業者が、あらかじめ納税地の税務
署長の承認を受け、出店前日までに具体的な場所や期間の届出を行うことで、地域のお
祭りや商店街のイベントなどに出店する場合に通常の免税店とみなして免税販売ができ
る制度。外国人旅行者への販売機会を増やすため本年７月１日から施行されました。
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８月号─2

　
Ｋ
さ
ん
は
六
年
前
か
ら
東
京
都
Ｓ

区
・
産
業
振
興
課
の
課
題
「
区
内
の

商
店
街
及
び
商
店
の
活
性
化
」
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
Ｋ
さ
ん
が
着
目
し
て
い
る
の
は
、

「
立
地
条
件
が
良
い
か
ら
繁
盛
し
て

い
る
商
店
や
商
店
街
が
存
在
す
る
」

の
で
は
な
く
、
繁
盛
店
に
は
必
ず
プ

ロ
の
個
人
事
業
主
が
お
り
、
そ
の
繁

盛
店
が
複
数
存
続
し
て
賑
わ
い
の
あ

る
商
店
街
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

　
Ｋ
さ
ん
の
見
方
を
交
え
て
、
繁
盛

店
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

一

　繁
盛
店
を
見
る

　
事
例
で
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
Ｉ
さ
ん
は
学
校
を
卒
業
す
る
と
故

郷
の
北
海
道
に
本
社
を
置
く
建
設
会

社
（
Ｈ
社
）
へ
入
社
。

　
Ｉ
さ
ん
も
奥
さ
ん
も
仕
事
の
傍
ら

に
お
菓
子
を
作
る
の
が
好
き
で
、
そ

の
中
で
も
特
に
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
は

自
慢
で
き
る
と
本
人
達
は
思
っ
て
い

て
、
奥
さ
ん
の
知
り
合
い
の
酪
農
家

か
ら
牛
乳
を
取
り
寄
せ
る
ほ
ど
の
こ

だ
わ
り
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　
営
業
職
の
Ｉ
さ
ん
は
、
Ｈ
社
の
建

設
現
場
で
こ
の
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を

配
る
と
、
現
場
の
雰
囲
気
が
和
み
、

仲
間
の
誰
か
ら
と
も
な
く
「
お
前
、

シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
屋
を
や
れ
ヨ
」
と

言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

　
Ｉ
さ
ん
も
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ

り
、
東
京
や
地
方
都
市
へ
出
張
し
た

際
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
Ｏ
Ｌ
が
仕
事

で
疲
れ
る
と
、
一
息
入
れ
る
た
め
喫

茶
店
で
コ
ー
ヒ
ー
と
ス
ナ
ッ
ク
菓
子

を
飲
食
し
て
い
る
の
を
見
か
け
て
い

ま
し
た
。
こ
の
時
、「
自
分
の
作
っ

た
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
た
ら
元

気
が
出
る
だ
ろ
う
な
ぁ
…
」
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。

　
十
年
間
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
に

区
切
り
を
つ
け
、
思
い
切
っ
て
学
生

時
代
を
過
ご
し
た
下
宿
先
の
近
辺（
東

京
）
で
店
を
開
き
ま
し
た
。
乗
降
客

数
は
さ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

地
下
鉄
駅
の
出
入
口
の
傍
の
少
し
狭

い
空
き
店
舗
を
改
装
し
ま
し
た
。

　
売
り
は
〝シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
食

べ
、コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
一
息
入
れ
、

元
気
を
出
そ
う
！
〞
で
し
た
。

　
当
初
、
場
所
が
目
立
た
な
い
こ
と

も
あ
り
来
店
客
は
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
開
店
後
、
十
日
程
経
っ
た
頃
、
近

く
の
信
用
金
庫
の
Ｏ
Ｌ
二
人
が
休
憩

の
た
め
訪
れ
ま
し
た
。
二
人
は
と
も

に
大
満
足
。
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
の
濃

厚
な
味
に
つ
い
て
Ｉ
さ
ん
の
話
を
聞

き
、
さ
ら
に
感
動
。

　
二
人
は
職
場
に
戻
る
と
、
職
場
の

仲
間
に
口
コ
ミ
（
＝
シ
ェ
ア
す
る
）

を
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を

き
っ
か
け
に
顧
客
の
拡
大
が
起
こ
り

ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
現
象
を
Ｎ
Ｙ
タ
イ
ム

ズ
の
記
事
（
人
は
何
故
シ
ェ
ア
し
た

く
な
る
の
か
）
で
は
、
次
の
よ
う
に

伝
え
て
い
ま
す
。

①
　
人
は
良
い
も
の
を
見
つ
け
る
と

他
人
に
教
え
た
く
な
る
。
有
益
だ

と
思
う
事
、
楽
し
か
っ
た
事
、
感

動
し
た
事
…
…
な
ど
。
内
容
は

様
々
だ
が
、
同
紙
の
調
査
で
は
、

九
四
％
の
人
が
価
値
あ
る
コ
ン
テ

ン
ツ
、
面
白
い
コ
ン
テ
ン
ツ
を
他

人
に
紹
介
し
た
い
と
答
え
て
い
る
。

②
　
人
は
コ
ン
テ
ン
ツ
を
シ
ェ
ア
す

る
こ
と
で
、
自
分
が
何
者
か
を
表

現
し
た
い
。
自
分
が
何
に
興
味
が

あ
る
の
か
、
何
を
知
っ
て
い
る
の

か
を
公
表
す
る
こ
と
で
、
他
人
に

評
価
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
望
が
、

人
を
シ
ェ
ア
す
る
こ
と
に
駆
り
立

て
る
（
八
四
％
の
回
答
）。

③
　
人
は
情
報
を
共
有
し
、
同
じ
も

の
に
感
動
し
、熱
狂
す
る
こ
と
で
、

会
う
機
会
が
少
な
い
友
人
と
も
親

愛
な
関
係
を
維
持
し
た
い
と
考
え

て
い
る
（
七
八
％
の
回
答
）。

　
調
査
か
ら
、
人
は
心
を
動
か
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、
人
に
伝
え
た
く
な

る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。

二

　消
費
者
に 

シ
ェ
ア
し
た
く
な
る
術
と
は

　
消
費
者
が
心
を
動
か
し
、
シ
ェ
ア

し
て
く
れ
る
こ
と
の
大
切
さ
は
分
か

り
ま
す
。
で
は
、
消
費
者
が
心
を
動

か
し
消
費
行
動
を
起
こ
し
て
い
く（
購

買
に
結
び
つ
く
）
た
め
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
掛
け
を
す
る

〜
カ
ギ
は
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
〜

個
人
商
店
の

販
売
へ
の
道
を
探
る
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の
か
と
い
う
課
題
が
生
じ
ま
す
。

　
先
述
の
Ｋ
さ
ん
の
指
導
実
例
で
、

こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
急
行
が
止
ま
ら
な
い
私
鉄
駅
、
そ

の
駅
を
降
り
て
二
〇
〇
ｍ
以
内
に
あ

る
昔
な
が
ら
の
商
店
街
（
商
店
数
三

〇
数
軒
）。
そ
の
商
店
街
の
中
に
位

置
す
る
八
百
屋
・
Ｎ
店
。
Ｎ
さ
ん
は

二
代
目
。
夫
婦
二
人
と
も
七
〇
歳
を

超
え
て
い
て
、
自
家
製
の
粕
漬
け
や

旬
の
タ
ケ
ノ
コ
の
水
煮
等
を
売
っ
て

い
る
こ
と
で
、
特
定
の
常
連
客
は
そ

こ
そ
こ
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
昔
な
が
ら
の
高
齢
な
顧

客
だ
け
の
た
め
、
知
る
人
ぞ
知
る
で

シ
ェ
ア
心
理
拡
散
に
至
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
通
り
が
か

り
の
消
費
者
に
は
、
手
造
り
粕
漬
け

の
美
味
さ
や
、
タ
ケ
ノ
コ
の
旬
の
味

が
あ
る
こ
と
は
伝
わ
り
ま
せ
ん
。

　
昭
和
の
商
店
街
の
全
盛
期
で
あ
れ

ば
、
主
婦
が
毎
日
の
よ
う
に
買
い
物

に
出
掛
け
た
か
ら
Ｎ
店
に
限
ら
ず
個

人
商
店
の
良
さ
は
、
各
人
が
知
っ
て

い
ま
し
た
が
、
現
在
は
違
い
ま
す
。

　
さ
て
、
Ｋ
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
。

　「
五
〇
年
以
上
、
毎
日
の
よ
う
に
Ｙ

市
場
に
通
い
旬
の
お
い
し
い
野
菜
を

仕
入
れ
て
き
ま
し
た
。
目
利
き
で
あ

る
私
が
教
え
る
今
日
の
一
押
し
！
」

「
昔
、
お
家
で
漬
け
て
い
た
粕
漬
け
に

な
か
な
か
出
会
え
な
い
と
嘆
く
貴
方

に
、
ぜ
ひ
食
べ
て
頂
き
た
い
粕
漬
け

が
あ
り
ま
す
！
」。

　
こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｏ
Ｐ
広
告
を
書
く
。

こ
の
Ｐ
Ｏ
Ｐ
は
、
Ｐ
Ｏ
Ｐ
広
告
と
い

う
よ
り
Ｎ
さ
ん
の
体
験
か
ら
く
る
メ

ッ
セ
ー
ジ
（
し
か
も
ス
ト
ー
リ
ー
の

あ
る
）
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　
こ
こ
に
至
る
と
、
Ｎ
さ
ん
と
一
人

の
顧
客
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
な
り
、
こ
の
こ
と
が
シ
ェ
ア
さ
れ

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

三

　採
用
し
て
ほ
し
い 

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
策
に
つ
い
て

　
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
に
つ
い
て
は
、

様
々
な
人
が
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か

ら
研
究
し
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、「
ペ
ル
ソ
ナ
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
」
と
「
フ
ォ
ー
カ
ス
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
」
に
つ
い
て
簡
単
に
触

れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ペ
ル
ソ
ナ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
は
、

「
ペ
ル
ソ
ナ
」
と
呼
ば
れ
る
架
空
の

人
物
を
想
定
し
、
そ
の
人
が
満
足
す

る
よ
う
に
商
品
を
設
計
す
る
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
の
こ
と
で
す
。

　
こ
こ
で
も
事
例
を
挙
げ
、
そ
の
上

で
、
説
明
し
ま
す
。

　
Ｋ
さ
ん
に
客
が
来
な
く
な
っ
た
と

こ
ぼ
す
八
百
屋
・
Ｙ
さ
ん
で
す
。

Ｙ
「
こ
の
商
売
で
お
客
が
減
っ
た
最

大
の
原
因
は
、
昔
は
普
通
だ
っ
た

『
家
族
』
が
い
な
く
な
っ
た
か
ら

だ
よ
。
ス
イ
カ
だ
っ
て
昔
は
ま
る

ま
る
一
個
買
っ
て
い
た
も
の
ね
」

Ｋ
「
夫
婦
、
二
人
と
も
共
稼
ぎ
が
多

い
。
こ
の
周
辺
で
も
そ
う
で
す
よ
。

帰
宅
す
る
頃
は
商
店
は
閉
ま
っ
て

い
る
し
、
手
間
を
掛
け
た
料
理
を

作
る
に
は
ク
タ
ク
タ
だ
し
」

Ｙ
「
ウ
ム
。
し
か
し
、
と
に
か
く
今

の
人
は
本
物
の
野
菜
や
果
物
の
味

が
分
か
ら
な
く
て
困
る
よ
」

Ｋ
「
…
。」

　
Ｙ
さ
ん
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
顧

客
像
。
家
族
は
主
人
が
働
き
、
奥
さ

ん
は
専
業
主
婦
。
育
ち
盛
り
の
子
供

二
人
。
中
流
家
庭
で
主
人
か
奥
さ
ん

が
小
さ
い
頃
か
ら
の
地
元
住
人
、
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
昭
和
の
人
と
行
動

が
変
わ
ら
な
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ

で
し
ょ
う
。

　
こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
ペ
ル
ソ

ナ
を
顧
客
に
想
定
し
、
商
品
を
揃
え

る
。
こ
の
よ
う
な
顧
客
も
い
る
と
は

思
い
ま
す
が
、肝
心
な
こ
と
で
す
が
、

顧
客
か
ら
は
Ｙ
さ
ん
の
顔
が
見
え
な

い
。

　「
フ
ェ
イ
ス（
顔
）
ト
ゥ
フ
ェ
イ
ス
」

の
関
係
で
構
築
で
き
て
い
な
い
。

　
ペ
ル
ソ
ナ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
確

か
に
有
力
な
方
策
で
す
が
、
こ
の
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
も
時
代
の
変
化
に
合

わ
せ
る
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
深
堀
り
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
も
う
一
つ
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で

あ
る
「
フ
ォ
ー
カ
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
」
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　
事
例
で
紹
介
し
た
Ｎ
さ
ん
夫
婦
の

場
合
、
商
店
主
側
か
ら
「
私
は
こ
の

よ
う
な
人
間
で
す
。
こ
う
し
た
事
を

し
て
い
ま
す
」
と
話
し
か
け
ま
す
。

現
実
に
一
人
ひ
と
り
に
焦
点
を
当
て

（
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
）
対
話
す
る
こ
と

を
通
し
て
〝信
頼
〞
を
築
き
、
〝ス

ト
ー
リ
ー
〞
を
共
有
し
て
い
く
方
法

で
す
。

　
ペ
ル
ソ
ナ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
し

ろ
フ
ォ
ー
カ
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に

せ
よ
顧
客
像
を
徹
底
的
に
絞
っ
て
い

く
こ
と
は
類
似
し
て
い
る
の
で
す
が
、

ア
プ
ロ
ー
チ
等
に
異
な
る
点
が
あ
り

ま
す
。

　
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
方
法
を
理
解

し
て
い
た
だ
き
、
自
分
に
合
っ
た
も

の
を
探
し
出
し
て
活
用
さ
れ
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
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令
和
元
年
（
平
成
三
十
一
年
）
度

税
制
改
正
で
は
、
中
小
企
業
者
等
へ

の
支
援
と
し
て
、
法
人
税
率
の
特
例

の
延
長
や
、
積
極
的
に
設
備
投
資
を

行
う
こ
と
を
後
押
し
す
る
た
め
、
既

存
制
度
の
改
正
や
延
長
、
新
た
な
制

度
の
創
設
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
以
下
、
主
な
改
正
等
を
説
明
し
ま

す
。

１
　
中
小
企
業
者
等
の 

法
人
税
率
の
特
例
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
率
は
、

図
表
１
の
よ
う
に
年
八
〇
〇
万
円
以

下
の
部
分
の
所
得
金
額
に
つ
い
て
は
、

一
九
％
に
軽
減
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
平
成
二
十
三
年
度
税
制
改
正

に
お
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ

る
時
限
的
措
置
と
し
て
、
さ
ら
に
一
五

％
に
軽
減
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
適
用
期

限
が
延
長
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
今
回
の
改
正
で
も
、
先
行
き
に
不

透
明
感
を
抱
え
る
中
小
企
業
等
の
経

営
基
盤
を
強
化
す
る
た
め
、
適
用
期

限
が
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
年
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
　
中
小
企
業
防
災
・
減
災
対
策
資

産
の
特
別
償
却
制
度
の
創
設

⑴

　概
要

　
近
年
増
加
し
て
い
る
自
然
災
害
等

に
備
え
る
た
め
、
事
業
継
続
力
強
化

計
画
又
は
連
携
事
業
継
続
力
強
化
計

画
に
基
づ
い
て
中
小
企
業
が
行
っ
た

防
災
・
減
災
設
備
へ
の
投
資
に
係
る

特
別
償
却
制
度
（
特
定
事
業
継
続
力

強
化
設
備
等
の
特
別
償
却
制
度
）
が

創
設
さ
れ
ま
し
た
。

⑵

　特
別
償
却
制
度

　
中
小
企
業
者
等
で
事
業
継
続
力
強

化
計
画
又
は
連
携
事
業
継
続
力
強
化

計
画
の
認
定
を
受
け
た
も
の
が
、
特

定
事
業
継
続
力
強
化
設
備
等
に
該
当

す
る
機
械
装
置
、
器
具
備
品
及
び
建

物
附
属
設
備
の
取
得
等
を
し
て
事
業

の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
取

得
価
額
の
二
〇
％
の
特
別
償
却
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
事
業

継
続
力
強
化
計
画
等
の
記
載
事
項
は
、

防
災
の
取
組
内
容
や
実
施
期
間
、
防

災
・
減
災
設
備
の
内
容
等
で
す
。

⑶

　対
象
者

　
こ
の
制
度
の
対
象
者
は
、
中
小
企

業
等
経
営
強
化
法
の
対
象
と
な
る
中

小
企
業
者
で
あ
っ
て
、
中
小
企
業
者

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
青
色
申
告
書

を
提
出
す
る
法
人
又
は
青
色
申
告
書

を
提
出
す
る
個
人
事
業
者
で
す
。

⑷

　対
象
資
産
（
特
定
事
業
継
続
力

強
化
設
備
等
）

①
　
機
械
装
置
…
一
台
又
は
一
基
の

取
得
価
額
が
一
〇
〇
万
円
以
上
の

も
の
（
例
／
自
家
用
発
電
機
、
排

水
ポ
ン
プ
、
制
震
・
免
震
装
置
）

②
　
器
具
備
品
…
一
台
又
は
一
基
の

取
得
価
額
が
三
〇
万
円
以
上
の
も

の（
例
／
照
明
器
具
、衛
星
電
話
、

デ
ー
タ
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
）

③
　
建
物
附
属
設
備
…
一
の
取
得
価

額
が
六
〇
万
円
以
上
の
も
の
（
例

／
貯
水
タ
ン
ク
、
浄
水
装
置
、
防

火
シ
ャ
ッ
タ
ー
消
火
設
備
、
排
煙

設
備
な
ど
）

⑸

　適
用
時
期

　
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
の
改
正

法
施
行
日
か
ら
、
令
和
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
に
取
得
等
を
し
、
事
業

の
用
に
供
し
た
資
産
が
対
象
で
す
。

３
　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の 

延
長

　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
は
、
中

小
企
業
者
等
が
一
定
の
設
備
投
資
を

行
っ
た
場
合
に
、
特
別
償
却
（
三
〇

％
）
又
は
税
額
控
除
（
七
％
）
が
適

用
さ
れ
る
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
税

額
控
除
は
資
本
金
三
千
万
円
以
下
の

中
小
企
業
者
等
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

改
正
で
は
、
そ
の
適
用
期
限
を
令
和

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
二
年
延
長

し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
制
度
の
内
容
は
図
表
２
の

と
お
り
で
、
内
容
に
関
す
る
改
正
は

あ
り
ま
せ
ん
。

４
　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
の 

明
確
化
・
適
正
化

　
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
の
経
営

力
向
上
計
画
に
基
づ
き
認
定
を
受
け

た
中
小
企
業
者
等
が
特
定
経
営
力
向

上
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
即
時

償
却
又
は
七
％
の
税
額
控
除
（
資
本

中
小
・
中
堅
企
業
に

関
す
る
税
制
改
正

令
和
元
年
度

（
設
備
投
資
等
の
支
援
措
置
）
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金
三
千
万
円
以
下
若
し
く
は
個
人
事

業
主
は
一
〇
％
）
制
度
の
特
定
経
営

力
向
上
設
備
等
の
範
囲
の
明
確
化
及

び
適
正
化
を
行
い
、
適
用
期
限
が
令

和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
二
年
延

長
さ
れ
ま
し
た
。

　
具
体
的
に
は
、
適
用
対
象
と
な
る

建
物
附
属
設
備
に
、
働
き
方
改
革
に

資
す
る
設
備
（
休
憩
室
に
設
置
さ
れ

る
冷
暖
房
設
備
や
作
業
場
に
設
置
さ

れ
る
テ
レ
ワ
ー
ク
用
Ｐ
Ｃ
等
）
が
含

ま
れ
る
こ
と
を
明
確
化
し
て
い
ま
す
。

５
　
地
域
未
来
投
資
促
進
税
制
の 

強
化
・
延
長

　
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
区
域

内
に
お
い
て
特
定
事
業
用
機
械
等
を

取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
又
は
税

額
控
除
制
度
に
つ
い
て
、
地
域
経
済

を
牽
引
す
る
事
業
を
集
中
支
援
す
る

た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
う
え
、

適
用
期
限
が
令
和
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
二
年
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

⑴
　
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
つ

い
て
主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
る

事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
付
加

価
値
額
が
そ
の
確
認
を
受
け
る
事

業
年
度
の
前
々
事
業
年
度
の
付
加

価
値
額
よ
り
八
％
以
上
増
加
し
て

い
る
場
合
に
は
、
対
象
と
な
る
機

械
装
置
及
び
器
具
備
品
に
つ
い
て
、

特
別
償
却
率
が
五
〇
％
、
税
額
控

除
率
が
五
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。

⑵
　
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
実

施
場
所
が
平
成
二
十
九
年
七
月
三

十
一
日
以
前
に
発
生
し
た
特
定
非

常
災
害
に
よ
り
生
産
活
動
の
基
盤

に
著
し
い
被
害
を
受
け
た
地
区
の

場
合
に
は
、
そ
の
計
画
承
認
日
が

特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
五
年

（
改
正
前
三
年
）
を
経
過
し
て
い
な

い
と
き
は
、
そ
の
承
認
地
域
経
済

牽
引
事
業
の
主
務
大
臣
の
確
認
要

件
の
う
ち
先
進
性
に
係
る
要
件
を

満
た
す
も
の
と
さ
れ
ま
し
た
。

⑶
　
適
用
投
資
額
の
上
限
が
八
〇
億

円
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

６
　
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
・
農
林
水

産
業
活
性
化
税
制
の
見
直
し

　
特
定
中
小
企
業
者
等
が
経
営
改
善

設
備
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却

又
は
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
、
経

営
改
善
設
備
の
投
資
計
画
の
実
施
を

含
む
経
営
改
善
に
よ
り
売
上
高
又
は

営
業
利
益
の
伸
び
率
が
二
％
以
上
と

な
る
見
込
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
認

定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
等
の
確
認

を
受
け
る
こ
と
を
適
用
要
件
に
加
え
、

適
用
期
限
が
令
和
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
二
年
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

図表２　中小企業投資促進税制

対象者 ・中小企業者等（資本金1億円以下の法人、農業協同組合等）
・従業員数1,000人以下の個人事業主

対象業種

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、
倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業（料亭、バー、キ
ャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く）、一般旅客自動車運送
業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信
業、損害保険代理業及びサービス業（物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除く）
※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く

対象設備

・機械及び装置【1台160万円以上】
・測定工具及び検査工具【1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円
以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のも
のなどは除く
・貨物自動車（車両総重量3.5トン以上）
・内航船舶（取得価額の75％が対象）

措置内容
個人事業主
資本金3,000万円以下の中小企業　　30％特別償却　又は　7％税額控除
資本金3,000万円超の中小企業　　　30％特別償却

（出典：経済産業省）

図表1　法人税率表
対象 本則税率 租特税率
大法人

（資本金1億円超の法人） 所得区分なし 23.2％ ―

中小法人
（資本金1億円以下の法人）

年800万円超 23.2％ ―
年800万円以下 19％ 15％
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平
成
二
十
五
年
に
労
働
契
約
法
が

改
正
さ
れ
、「
無
期
転
換
ル
ー
ル
」

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
無
期
転
換
ル
ー
ル
と
は
、
同
一
の

使
用
者
と
の
間
で
、
有
期
労
働
契
約

（
期
間
の
定
め
が
あ
る
労
働
契
約
）

が
更
新
さ
れ
て
通
算
五
年
を
超
え
た

と
き
に
、
労
働
者
の
申
出
に
よ
り
無

期
労
働
契
約
に
転
換
さ
れ
る
と
い
う

も
の
で
す
。

　
多
く
の
企
業
で
は
平
成
三
十
年
四

月
か
ら
本
格
的
に
無
期
転
換
へ
の
申

込
権
が
発
生
し
て
い
ま
す
の
で
、
有

期
契
約
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る（
あ

る
い
は
こ
れ
か
ら
雇
い
入
れ
る
予
定

が
あ
る
）
企
業
で
は
、
就
業
規
則
や

社
内
制
度
の
検
討
・
整
備
等
を
行
っ

て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。

　
以
下
、
無
期
転
換
ル
ー
ル
へ
の
対

応
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

一

　有
期
雇
用
の
動
向

㈠

　雇
用
動
向

　
平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
雇
用
契

約
の
締
結
内
容
（
無
期
・
有
期
）
ご
と

の
人
数
を
み
る
と
、
無
期
は
約
三
、

七
〇
〇
万
人
、
有
期
が
約
一
、五
〇
〇

万
人
で
、
約
三
割
の
労
働
者
が
有
期

雇
用
契
約
を
締
結
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、「
無
期
」、「
有
期
」の
ほ
か
、

「
雇
用
契
約
期
間
の
定
め
が
あ
る
か

わ
か
ら
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
労

働
者
が
約
三
七
〇
万
人
い
ま
す
（
総

務
省
「
労
働
力
調
査
」）。

　
ま
た
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
に
お

い
て
は
、
有
期
労
働
契
約
を
結
ぶ
者

の
約
三
割
が
通
算
五
年
を
超
え
て
有

期
労
働
契
約
を
更
新
し
て
い
る
実
態

が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
（
平
成
二
十

三
年
有
期
労
働
契
約
に
関
す
る
実
態

調
査
報
告
書
）。

㈡

　無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換
方
法

　
有
期
契
約
労
働
者
を
雇
用
し
て
い

る
企
業
（
全
企
業
の
約
六
七
％
）
の

う
ち
、
ど
の
よ
う
な
形
態
で
無
期
契

約
に
す
る
か
を
尋
ね
た
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
、「（
新
た
な
区
分
は
設
け
ず
）

各
人
の
有
期
契
約
当
時
の
業
務
・
責

任
、
労
働
条
件
の
ま
ま
、
契
約
だ
け

無
期
へ
移
行
さ
せ
る
」
と
す
る
割
合

が
も
っ
と
も
多
く
、
フ
ル
タ
イ
ム
契

約
労
働
者
（
※
１
）

で
は
約
三
七
％
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
（
※
２
）

で
は
約
五
一
％
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
次
に
多
か
っ
た
回
答
は
、
フ
ル
タ

イ
ム
契
約
労
働
者
で
は
「
既
存
の
正

社
員
区
分
に
転
換
す
る
」
が
約
三
一

％
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
で

は
「
分
か
ら
な
い
（
具
体
的
に
は
未

だ
考
え
て
い
な
い
）」が
約
二
一
％
、

「
既
存
の
正
社
員
区
分
に
転
換
す
る
」

が
約
一
四
％
な
ど
で
す
。

　
な
お
、
既
存
の
正
社
員
区
分
以
外

の
、
既
存
・
新
設
の
無
期
契
約
（
正

社
員
）
区
分
を
活
用
す
る
割
合
は
、

フ
ル
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
で
約
一
二

％
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
で

は
約
一
〇
％
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　（
独
立
行
政
法
人
　
労
働
政
策
研

究
・
研
修
機
構
　
二
〇
一
七
年
公
表

「
改
正
労
働
契
約
法
と
そ
の
特
例
へ

の
対
応
状
況
等
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
」
結
果
）

※
１
　
正
社
員
と
所
定
労
働
時
間
が

ほ
ぼ
同
じ
有
期
契
約
労
働
者

※
２
　
正
社
員
よ
り
一
日
の
所
定
労

働
時
間
が
短
い
か
、
一
週
間
の

所
定
労
働
日
数
が
少
な
い
有
期

契
約
労
働
者

二

　無
期
転
換
制
度
の
導
入

　
無
期
転
換
制
度
の
導
入
手
順
を
、

次
の
四
つ
の
ス
テ
ッ
プ
（
①
就
労
実

態
の
把
握
、②
業
務
・
役
割
の
整
理
、

③
労
働
条
件
の
検
討
、
④
運
用
と
改

善
）
に
分
け
て
見
て
い
き
ま
す
。

㈠

　就
労
実
態
の
把
握

　
ま
ず
は
、
自
社
で
働
い
て
い
る
有

期
契
約
労
働
者
の
現
状
を
把
握
す
る

た
め
、
次
の
情
報
を
収
集
し
ま
す
。

・
有
期
契
約
労
働
者
の
人
数

・
職
務
内
容

・
月
や
週
、
一
日
の
労
働
時
間

・
契
約
期
間

・
更
新
回
数

・
勤
続
年
数
（
通
算
契
約
期
間
）

・
今
後
の
働
き
方
や
キ
ャ
リ
ア
に
対

す
る
考
え

・
無
期
転
換
申
込
権
の
発
生
時
期

　
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
就
業
規
則
に
お

い
て
有
期
契
約
労
働
者
の
定
義
が
明

確
に
な
っ
て
い
る
か
、
労
働
条
件
等

が
就
業
規
則
や
給
与
規
程
等
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か

も
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

㈡

　業
務
・
役
割
の
整
理

無
期
転
換
ル
ー
ル
へ
の
対
応

（
労
働
契
約
法
等
）

無
期
転
換
ル
ー
ル
へ
の
対
応

（
労
働
契
約
法
等
）



7─８月号

　
社
内
の
業
務
を
分
類
し
、
無
期
労

働
契
約
に
転
換
し
た
者
が
担
う
仕
事

を
検
討
し
ま
す
。

　
前
述
の
調
査
結
果
で
は
「
有
期
契

約
当
時
の
業
務
・
責
任
、
労
働
条
件

の
ま
ま
」
と
す
る
企
業
割
合
が
多
く

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
期
間
の
定
め

が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
短

期
・
臨
時
的
な
業
務
を
減
ら
し
、
恒

常
的
な
業
務
の
量
を
増
や
す
な
ど
、

役
割
や
責
任
を
見
直
し
て
い
く
の
も

良
い
で
し
ょ
う
。

　
分
類
の
一
例
と
し
て
、
重
要
度
や

困
難
度
等
か
ら
「
基
幹
的
な
業
務
」

「
補
助
的
な
業
務
」
に
分
類
す
る
こ

と
や
、期
間
や
頻
度
等
か
ら
「
短
期
・

臨
時
的
」「
恒
常
的
」
と
い
っ
た
分

類
を
し
、
無
期
転
換
し
た
者
に
担
当

さ
せ
る
業
務
を
検
討
し
て
い
く
方
法

が
あ
り
ま
す
。

　
分
類
の
際
は
、
無
期
転
換
者
が
こ

れ
ま
で
行
っ
て
い
た
業
務
だ
け
で
な

く
、
正
社
員
や
無
期
転
換
の
対
象
と

な
ら
な
い
有
期
契
約
労
働
者
の
業
務

も
分
類
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
者
が

担
っ
て
い
る
業
務
の
う
ち
、
一
部
を

無
期
転
換
者
に
担
当
さ
せ
る
（
ま
た

は
、
無
期
転
換
者
が
行
っ
て
い
た
業

務
を
、
無
期
転
換
の
対
象
と
な
ら
な

い
有
期
契
約
労
働
者
に
担
当
さ
せ
る
）

な
ど
、
各
従
業
員
の
役
割
の
見
直
し

や
明
確
化
も
併
せ
て
行
っ
て
い
く
と

よ
い
で
し
ょ
う
。

㈢

　労
働
条
件
の
検
討

　
無
期
転
換
後
の
人
材
活
用
を
考
慮

し
、労
働
条
件
を
決
め
て
い
き
ま
す
。

　
転
換
方
法
に
は
、
主
に
次
の
三
タ

イ
プ
が
あ
り
ま
す
。

①
　
雇
用
期
間
の
変
更

　
　
契
約
期
間
の
み
を
有
期
か
ら
無

期
へ
変
更
す
る
方
法
で
す
。

　
　
賃
金
や
労
働
時
間
な
ど
、
労
働

契
約
期
間
以
外
の
労
働
条
件
は
変

更
さ
れ
ま
せ
ん
。
無
期
転
換
前
と

比
べ
、
職
務
や
処
遇
を
変
更
す
る

必
要
が
な
い
社
員
が
対
象
で
す
。

②
　
多
様
な
正
社
員
へ
の
転
換

　
　
正
社
員
と
比
較
し
て
、
勤
務
地

や
労
働
時
間
、
職
務
な
ど
の
労
働

条
件
に
制
約
を
設
け
た
社
員（「
多

様
な
正
社
員
」）へ
の
転
換
で
す
。

　
　
多
様
な
正
社
員
で
は
、
転
勤
が

な
い
、
残
業
時
間
に
制
限
を
設
け

る
な
ど
に
よ
り
、
働
き
方
に
制
約

が
あ
る
社
員
が
働
き
続
け
や
す
い

な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

③
　
正
社
員
へ
の
転
換

　
　
業
務
内
容
に
制
約
が
な
く
、
入

社
後
定
年
ま
で
勤
務
す
る
こ
と
を

想
定
し
た
正
社
員
へ
の
転
換
で
す
。

　
有
期
契
約
労
働
者
の
雇
い
入
れ
に

お
い
て
は
、「
契
約
期
間
の
変
更
↓

多
様
な
正
社
員
↓
正
社
員
」
へ
登
用

し
て
い
く
制
度
を
設
け
る
な
ど
、
中

長
期
的
な
視
点
を
持
ち
、
そ
の
後
の

登
用
の
あ
り
方
を
あ
ら
か
じ
め
想
定

し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
な
お
、
契
約
期
間
以
外
の
労
働
条

件
は
、
無
期
転
換
後
は
就
業
規
則
等

に
よ
り
別
段
の
定
め
が
あ
る
部
分
を

除
き
、
直
前
の
有
期
労
働
契
約
と
同

一
の
労
働
条
件
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の

た
め
、
労
働
日
・
労
働
時
間
や
給
与

な
ど
を
変
更
す
る
と
き
は
、
就
業
規

則
等
に
変
更
後
の
労
働
条
件
を
定
め

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
労
働

条
件
の
う
ち
一
定
事
項
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
書
面
に
よ
る
明
示
を
要

し
ま
す
（
労
働
基
準
法
）。

　
労
働
契
約
期
間
が
有
期
か
ら
無
期

に
転
換
す
る
と
き
に
は
、
勤
務
地
の

限
定
が
な
く
な
っ
た
り
、
時
間
外
労

働
が
発
生
す
る
な
ど
、
働
き
方
に
変

化
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
無

期
転
換
後
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
改

め
て
通
知
し
ま
し
ょ
う
。

　
労
働
条
件
の
明
示
に
用
い
る
様
式

は
自
由
で
す
が
、
社
内
に
所
定
の
様

式
が
な
い
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
あ
る
労
働
条
件

通
知
書
の
モ
デ
ル
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

㈣

　運
用
と
改
善

　
無
期
転
換
制
度
導
入
を
ス
ム
ー
ズ

に
進
め
る
上
で
大
切
な
の
は
、
制
度

の
設
計
段
階
か
ら
労
使
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
密
に
行
う
こ
と
で
す
。

　
労
働
組
合
（
組
合
が
な
い
場
合
は

労
働
者
の
過
半
数
代
表
者
）
と
の
協

議
を
行
う
な
ど
、
労
働
者
と
協
議
を

行
う
場
を
持
ち
、
労
使
双
方
が
納
得

で
き
る
制
度
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が

導
入
・
運
用
を
ス
ム
ー
ズ
に
運
ば
せ

る
こ
と
に
繋
が
り
ま
す
。

三

　そ
の
他

　
無
期
転
換
を
円
滑
に
サ
ポ
ー
ト
す

る
た
め
、
厚
生
労
働
省
に
「
有
期
契

約
労
働
者
の
無
期
転
換
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
」
が
設
け
ら
れ
、
無
期
転
換
の

制
度
案
内
の
ほ
か
、
導
入
企
業
事
例

や
導
入
支
援
策
、
Ｑ
＆
Ａ
、
無
期
転

換
ル
ー
ル
の
特
例
な
ど
有
益
な
情
報

が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
無
期
転
換
ル
ー
ル
の
特
別
相
談
窓

口
が
設
置
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
労

働
局
雇
用
環
境
・
均
等
部
（
室
）
の

連
絡
先
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

併
せ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。



　経済産業省の2018年版通商白書では、
デジタル貿易の拡大について取り上げてお
り、そこでは世界の貿易の発展は３段階に
分類できると説明しています。
　第１段階は、単純な国境を越えての商品
などの移動、第２段階は、グローバル・バ
リューチェーンでの国境を越えて生産ライ
ンや工程を分けて中間財などが移動し、最
終的に組立てや消費地なども越境する段階
です。これは現在、新興国を中心にさまざ
まな国や地域で広がっています。第３段階
として新たなデジタル貿易が生まれ、飛躍
的に拡大していくとしています。
　デジタル貿易の定義ははっきり定まって
いませんが、米国国際貿易委員会は、デジ
タル貿易を「製品やサービスの注文、生産、
配送において、インターネットやインター
ネットをベースとした技術が特に重要な役
割を担う貿易」として定義していますが、

それよりも広い範囲がデジタル貿易である
といわれています。
　例えば、国境を越えてのネットショップ、
ホテル予約サイト、オークションサイト、
アプリやデータ販売などがあります。
　世界のデジタル貿易、越境ＥＣ市場規模
や利用者数は急激に増加しています（下表
参照）。
　2014年には、利用者数は3.1億人で市
場規模は2,360億ドル（１ドル＝110円換
算で約25.6兆円）でしたが、2018年には
7.5億人、6,750億ドル（約74.2兆円）で
約３倍となっています。

デジタル貿易の拡大

　鎌倉新書は昨年11月、「親の終活に関す
る意識調査」を実施しました。
　これによると、親の人生の終わり（終活）
に向けた準備について、親から相談された
いかを聞くと、「親から相談してほしい」
が71.7％でした。一方、「自分から相談し
たい」は36.0％で、「親から相談してほし
い」との回答の約半数でした。
　親の終活は、子どもから切り出しづらい
が、親から相談されたい、一緒に取り組み
たいという子どもの想いが読み取れます。
　一緒に取り組んでおかないと困ることが
あるかを尋ねると、９割以上の人が取り組
む必要性を認識していますが、実際に取り
組んでいるものを聞くと、「特に考えてい
る・取り組んでいることはない」が55.6％
となっています。
　親の終活に必要性を感じながらも、実際
には行動に移せていない実態が浮き彫りと
なっています。

親の終活
　「一
引
、
二
運
、
三
力
」
と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　こ
の
言
葉
は
、
人
間
が
成
功
す
る

た
め
の
三
要
素
を
い
い
、
か
つ
、
そ

の
順
位
を
示
し
て
い
ま
す
。

　「引
」
は
、
他
人
か
ら
の
引
き
の

こ
と
で
、成
功
に
は
一
番
大
事
で
す
。

　「運
」
は
運
命
、
あ
の
人
は
運
の

強
い
人
だ
と
か
、「
運
の
な
い
人
だ

ね
」
等
で
す
。

　「力
」
は
実
力
の
事
で
す
。
人
生

は
荒
波
を
航
海
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
よ
く
例
え
ら
れ
ま
す

が
、
そ
の
例
え
話
で
は
運
が
波
（
あ

げ
潮
に
乗
り
、
積
極
的
に
他
所
に
支

店
を
出
す
等
）、
引
は
舵
で
す
。
舵

は
言
う
ま
で
も
な
く
船
の
後
に
つ
い

て
方
向
を
定
め
る
船
具
、「
あ
の
人

に
会
っ
た
か
ら
自
分
は
こ
の
業
界
に

い
る
」、「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
場
合
、

あ
の
上
役
の
引
き
で
今
の
地
位
に
い

る
」
等
。
力
は
ス
ク
リ
ュ
ー
で
す
。

　こ
の
事
が
分
か
る
と
、
人
間
関
係

を
大
事
に
し
よ
う
と
心
掛
け
ま
す
。

一
引
、
二
運
、
三
力

年 市場規模
（10億ドル）

利用者数
（億人）

2014 2,360 3.1
2015 3,080 3.6
2016 4,010 4.5
2017 5,300 5.8
2018 6,750 7.5
2019 8,200 8.5
2020 9,940 9.4

通商白書：2018年版

８月号─8
発行


